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財団の保険事業『安心をゲッツ！』（大樹生命）

厚生財団
TOPICS
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「新潟県民のための教育・文化活動」助成事業
　厚生財団では、県内教育の充実発展に寄与する団体及びサークル活動、地域住民や子どもたちが
参加する伝統文化の継承活動などに助成を行っています。今年度の助成額は以下のとおりです。

※ 新潟県民のための教育・文化活動助成事業は、一般財団法人移行に伴う認定等に関する法律により公益目的支出
計画として実施しています。

総額 １，６11万円 （令和５年12月末現在）

１．団体助成 ……………………………………………… 33団体 981万円
２．普通助成
普通助成事業
　①財団が後援または財団支部が主催・共催・後援する事業 … ５事業 44万円
　②伝統文化芸術活動 ……………………………… 36団体 175万円
　③サークル活動 …………………………………… 43団体 213万円
　④研究指定校・研究物発刊団体等 ……………… ５団体 33万円
特別事業助成 ………………………………………… ３事業 65万円

３．県民運動への助成
深めよう　絆　にいがた県民会議
令和５年度「いじめ見逃しゼロ県民運動」 …………………… 100万円

厚生財団で

令和
５年度

活動紹介（伝統文化芸術活動より）活動紹介（伝統文化芸術活動より）

　開校当初より３年間を通して、前期生全員が
佐渡の伝統芸能である「能」を学習しています。
平成27年度にはユネスコスクールにも承認され
ました。専門家から指導を受け、学習の成果を
体育館で保護者や地域の方に披露し、能の継承
に努めています。昨年度は「羽衣」と「胡蝶」を
発表しました。

　地域の方から教えていただく「四半的弓道」と
「黒姫山太鼓」。どちらも子どもたちに人気です。
地元信仰の山「黒姫山」の名を冠する勇壮な演奏
を、音色の違う３種類の太鼓で奏でます。また、
秋から冬にかけて行う四半的弓道は、座して心
を落ち着けて、小さな的を狙います。地域の心
が受け継がれています。

柏崎市立高柳小学校
黒姫山太鼓・四半的弓道

新潟県立佐渡中等教育学校
能楽教室
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年度末退職の方へ年度末退職の方へ --退団手続きのご案内退団手続きのご案内--

加入資格

積 立 金

継続団員の退団について

　年度末に退職される現職団員は、下記の書類を期日までに提出してください。今まで積み立てた
積立金を受け取るための大切な書類になりますので、忘れずにお手続きください。

　退職後も継続団員として厚生財団に入団することができます継続団員制度

定年延長についての対応
定年延長に伴い、現職団員の期間は退職するまで順次延長となります。ただし、定年前再任用

短時間勤務は、退職後の勤務対応であるため退団手続きが必要です。

現職団員の退団について
退職（定年前再任用短時間勤務を含む）及び、県外へ転出の際は、厚生財団の退団手続きが

必要です。また、退職金を受領した後に別の所属所に採用される場合も退団となります。
　退職後、加入資格を満たす場合は、任意で「継続団員制度」に加入することができます。
※ 令和５年度現在、再任用職員としてお勤めしている方が退職する場合は、すでに現職団員を
退団していますので、年度末の書類提出は不要です。

普通退職者について
　普通退職者のうち、新潟市教育委員会所管の所属と、県費の所属との間で正規採用される方は、
退団手続き不要です。３月に送付する「異動報告書」にて採用先の学校をご報告ください。

　詳細なご案内と提出書類は、２月初旬に各所属へ１部ずつ送付いたしますので、事務担当者様へお問い
合わせください。また、団員マイページの「Web 申請書」より書類を作成することもできます。

提  出  書  類 厚生資金積立金払戻請求書（兼継続団員申込書）
健康保険証（写し) または運転免許証（写し）を必ず添付

提  出  期  限 令和６年３月25日（月）

払戻金の送金日 令和６年４月30日（火） 払戻金額の通知書は４月中旬に自宅へ送付

貸付金残金の清算と、継続団員積立金の振替について
　３月末の積立金残高から【①保険料・教職員年金の掛金（4月分）／②貸付金残金／③継続団員積
立金】を差し引きます。不足が生じた場合は、４月初旬に送付する振込用紙にて一括で払い込み
いただきます。なお、貸付金残金は継続団員への入団申し込みをした場合でも全額清算となります。
　現在の積立金や貸付金残高は、団員マイページの「払込金残高明細書」で確認することができま
す。ログインIDやパスワードを失念された場合は、再発行しますので厚生財団までご連絡ください。

生命保険・教職員年金の取り扱い
　継続団員に加入されない場合、大樹生命普通保険は個人扱いとなり、教職員年金制度は今まで
に積み立てた掛け金をお受け取りいただきます。詳細は大樹生命から連絡があります。
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積立金や貸付金の残高確認は団員マイページで
　「払込残高明細書」で払込金・残高の確認　　「Web申請書」で書類の取得

新潟県教職員厚生財団新潟県教職員厚生財団員厚生財団員厚生財団 検索検索

ホームページからアクセス！　ログインＩＤ・パスワードをお忘れの場合はご連絡ください。

2024年版 教職員手帳のお届け 住所変更は団員マイページより

　現職団員の皆様には給料改定の実施時期に合わせて、１月の給料月額と３月からの積立月額を
ご報告いただいています。各所属へ送付した「積立金明細書」にて、今年の報告手続きをお願い
いたします。

給料月額と積立月額報告のお願い給料月額と積立月額報告のお願い

報告方法 １月初旬送付の「積立金明細書」を記入して所属の厚生財団係様へ提出
※ 現在休業・休職中の団員と、３月末に退職予定（定年前再任用短時間勤務を含む）の団員は
未記入のままでご提出ください。

提出期限 令和６年２月５日（月）まで
報告内容 １月の給料月額（教職調整額・調整額含む）

・給与明細の「報酬・給料・賃金」（臨時的削減後）を参照してください。
→新潟県は教職調整額が加算された額で記載。新潟市は別枠の記載のため合算が必要です。

３月からの積立月額
・100円単位で増額・減額できます。規定額以上になるよう決定してください。
・規定額は案内文書の「規定額早見表」からも確認できます。
　　［計算式］　給料月額（教職調整額・調整額含む）×1/100（100円未満切り上げ）＋800円

・ご報告の積立月額が規定額未満の場合は、規定額と同額に変更させていただきます。

年度末の事務手続きについて年度末の事務手続きについて
■無給期間の積立金中止手続き

提出書類　「厚生資金積立金中止届」

■退職者の退団手続き…………P３へ

■請求漏れにご注意ください

就学祝金
　令和３年度就学のお子様分
人間ドック等受診料補助
　令和５年度中に受診した分
請求期限　令和６年３月29日（金）
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佐渡の金銀山の価値佐渡の金銀山の価値
佐渡を世界遺産にする会

佐さ

ど
渡
島
の
金
山

シ
リ
ー
ズ

第３回第３回
道遊の割戸（青柳の割戸）
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◆世界遺産の普遍的価値とは

◆生産技術―伝統的手工業

◆生産体制―鉱山町と文化

上：水上輪の図
下：天井に化粧彫りがある
　　南沢疎水道
　 （画像提供：佐渡市）

露頭掘り跡の「道遊の割戸」


